
 

瀬戸 都 公園条例 一部を改 条例を 公  

成 月 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 条例第 号 

瀬戸 都 公園条例 一部を改 条例 

瀬戸 都 公園条例 昭和 ９ 瀬戸 条例第 号 一部を次

う 改  

次 表 改 前 欄 掲 規定を同表 改 欄 掲 規定

線 示 う 改

改  改 前 

都 公園 配置及び規模 関 技術的基

準  

第 条  法第 条第 項 規定 条例 定

技術的基準 次条及び第 条 定

 

住民 人当 都 公園 敷地面積 標

準  

第 条  区域内 都 公園 住民 人当

敷地面積 標準 方メートル

 

設置 都 公園 配置及び規模 基

準  

第 条  次 掲 都 公園を設置

場合 い 特質 応

都 公園 分 均衡を つ

防火 避難等災害 防 資 う考慮

ほ 次 掲 配置及び規

模を定  

 主 街区内 居住 者 利用 供

を目的 都 公園 街区内 居

住 者 容易 利用 う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

配置 敷地面積 ． ヘクタ

ールを標準 定  

 主 近隣 居住 者 利用 供

を目的 都 公園 近隣 居住

者 容易 利用 う 配

置 敷地面積 ヘクタールを標準

定  

 主 徒歩圏域内 居住 者 利用

供 を目的 都 公園 徒歩圏

域内 居住 者 容易 利用

う 配置 敷地面積 ヘク

タールを標準 定  

 主 区域内 居住 者 休息

観賞 散歩 戯 動等総合的 利用 供

を目的 都 公園及び主

動 用 供 を目的 都 公園

容易 利用 う 配置

利用目的 応 都 公園

機能を十分発揮

う 敷地面積を定  

 主 公害又 災害を防 を目的

緩衝地帯 都 公園 主 風

致 享受 用 供 を目的 都 公

園 主 動植物 生息地又 生育地 あ

樹林地等 保護を目的 都 公園 主

街地 中心部 休息又 観賞 用

供 を目的 都 公園等前項各号

掲 都 公園 外 都 公園を設置 場合

い 設置目的 応 都

公園 機能を十分発揮

う 配置 及び 敷地面積を定

 

 公園施設 設 建築物 建築面積

関 基準  

第 条  法第 条第 項 条例 定 一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

都 公園 公園施設 設 建築物

建築基準法 昭和 法 第 号 第

条第 号 規定 建築物をいう 同

建築面積 国立公園又 国定公園 施

設 建築物 建築面積を除く 同

総計 当該都 公園 敷地面積 対 割合

分  

 都 公園法施行 昭和 政 第 ９

号 いう 第 条第 項第 号

掲 場合 関 法第 条第 項 書

条例 定 範 同号 規定 建築物

限 都 公園 敷地面積 分

を限度 前項 規定 認 建築

面積を超え  

 第 条第 項第 号 掲 場合 関

法第 条第 項 書 条例 定 範

同号 規定 建築物 限 都 公園

敷地面積 分 を限度 第 項

規定 認 建築面積を超え

 

 第 条第 項第 号 掲 場合 関

法第 条第 項 書 条例 定 範

同号 規定 建築物 限 都 公園

敷地面積 分 を限度 前 項

規定 認 建築面積を超え

 

 第 条第 項第 号 掲 場合 関

法第 条第 項 書 条例 定 範

同号 規定 建築物 限 都 公園

敷地面積 分 を限度 前各項

規定 認 建築面積を超え

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

附 則 

条例 成 月 日 施行  


